
規 則

告 示

�愛媛県規則第１号
愛媛県水道条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県水道条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県水道条例施行規則（昭和３８年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定期及び臨時の水質検査）

第８条 条例第８条第１項の規定により行う定期の水質検査は、隔

月ごとに行うものとし、当該水道により供給される水が水質基準

に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水

について、省令の表１の項、２の項、１０の項、３４の項、３８の項か

ら４０の項まで及び４６の項から５１の項までの上欄に掲げる事項、消

毒の残留効果並びに知事が特に必要と認める事項に関する検査と

する。

２・３ 省略

（定期及び臨時の水質検査）

第８条 条例第８条第１項の規定により行う定期の水質検査は、隔

月ごとに行うものとし、当該水道により供給される水が水質基準

に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水

について、省令の表１の項、２の項、１０の項、３３の項、３７の項か

ら３９の項まで及び４５の項から５０の項までの上欄に掲げる事項、消

毒の残留効果並びに知事が特に必要と認める事項に関する検査と

する。

２・３ 省略

附 則

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第１１号
次のとおり落札者を決定した。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１５号
久万高原町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・河内井手地区）の施行は、適当と認め

られるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５

項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関

係書類を縦覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

河内井手地区）計画書の写し

� 久万高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

写し

２ 縦覧期間

平成２０年１月１５日から２月１２日まで

３ 縦覧場所

久万高原町役場本庁

�������
�愛媛県告示第１６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項の規定に基づき、

平成１９年１２月２８日、肱川地域森林計画を立てた。

肱川地域森林計画に係る地域森林計画書及び森林計画図は、八幡

浜地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２０年１月１１日

�愛媛県告示第１２号
次のとおり落札者を決定した。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第３２条第１項の規定により、次のとおり指定相談支援事業者を指定した。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

庁内ＬＡＮシステム用端末機の借入
れ（パーソナルコンピュータ２，２１０
台等）

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１９年１１月１６日
株式会社愛媛電算
愛媛県松山市大手町一
丁目１１番地７

４，１７３，７５０円
（月額） 一般競争入札 平成１９年１０月５日

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

Ｘ線断層撮影装置（ＣＴ） １式
愛媛県立子ども療
育センター
愛媛県東温市田窪
２１３５番地

平成１９年１１月１９日
株式会社自治体病院共
済会
東京都千代田区紀尾井
町３番２７号

２，０００，９８５円
（月額） 一般競争入札 平成１９年１０月９日

総合情報システム １式
愛媛県立子ども療
育センター
愛媛県東温市田窪
２１３５番地

平成１９年１２月５日

センチュリー・リーシ
ング・システム株式会
社四国支店
香川県高松市亀井町２
番地１

１，５６７，６５０円
（月額） 一般競争入札 平成１９年１０月２６日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０７００１５７ 特定非営利活動法人共
同連えひめ

松山市上野町甲７３４番
地１４ 白 石 勇 居宅介護 共同連えひめ南予支部 大洲市菅田町菅田甲９４

０番６ソレイユ２１－１０７
平成１９年
１２月２７日

３８１０７００１５７ 特定非営利活動法人共
同連えひめ

松山市上野町甲７３４番
地１４ 白 石 勇 重度訪問介護 共同連えひめ南予支部 大洲市菅田町菅田甲９４

０番６ソレイユ２１－１０７
平成１９年
１２月２７日

事業者番号
指 定 相 談 支 援 事 業 者 指 定 相 談 支 援 事 業 所

指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３１００００６６ 社会福祉法人朝凪会 伊予市森甲６番地１ 森 下 勝 馬 相談支援事業所伊予なぎ
さ園 伊予市森甲６番地１ 平成２０年

１月４日

愛 媛 県 報平成２０年１月１１日 第１９２８号
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愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

平成１９年１２月２８日、中予山岳地域森林計画を変更した。

中予山岳地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、松山地方局産業経済部久万高原森林林業課において公衆の縦

覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１８号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

平成１９年１２月２８日、東予地域森林計画を変更した。

東予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

西条地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

平成１９年１２月２８日、今治松山地域森林計画を変更した。

今治松山地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画

図は、今治地方局産業経済部森林林業課、松山地方局産業経済部森

林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第４項の規定に基づき、

平成１９年１２月２８日、南予地域森林計画を変更した。

南予地域森林計画の変更に係る地域森林計画書及び森林計画図は、

宇和島地方局産業経済部森林林業課において公衆の縦覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

平成２０年１月１１日

波止浜港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 越智忍

今治市大西町脇甲１０３２番地１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

今治市小浦町一丁目丁４３４番２から同４４７番２までの地先

公有水面

イ 区域

次の１点から１６点を順次直線で結んだ線及び１６点と１点を

結ぶ平成１８年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．９４メートル）の

陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（今治市大字大浜字大谷戊１１０番地内の国土地理院

「小浦」三等三角点）は、北緯３４度０６分４７．１３９７秒、東経１

３２度５８分３４．０１４１秒の地点

１点は、基点から真北２４３度４７分２１秒４５７．４９メートルの地

点

２点は、１点から真北２６７度１５分０６秒１４．６４メートルの地

点

３点は、２点から真北３５７度１５分１０秒８．７０メートルの地点

４点は、３点から真北８７度１２分１０秒０．３１メートルの地点

５点は、４点から真北３５７度１５分１３秒２７．０５メートルの地

点

６点は、５点から真北２６７度２３分５１秒０．３１メートルの地点

７点は、６点から真北３５７度１５分０４秒２．７７メートルの地点

８点は、７点から真北８７度１５分０８秒５３．８８メートルの地点

９点は、８点から真北１７７度１６分２５秒０．０２メートルの地点

１０点は、９点から真北８７度１５分０６秒３４．７１メートルの地点

１１点は、１０点から真北３５７度４９分１６秒３０．６４メートルの地

点

１２点は、１１点から真北２６７度４２分３４秒０．０３メートルの地点

１３点は、１２点から真北３５７度４９分１６秒９．６０メートルの地点

１４点は、１３点から真北２６７度５１分１３秒０．６７メートルの地点

１５点は、１４点から真北３５７度４９分１８秒１７．１０メートルの地

点

１６点は、１５点から真北８２度１７分２１秒１４．４５メートルの地点

ウ 面積

１，８３４．３８平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

今治市小浦町一丁目丁４３４番２から同４４７番２までの地内

及び同地先公有水面

イ 区域

次のＡ点からＪ点を順次直線で結んだ線及びＪ点とＡ点を

結んだ線により囲まれた区域

基点（今治市大字大浜字大谷戊１１０番地内の国土地理院

「小浦」三等三角点）は、北緯３４度０６分４７．１３９７秒、東経１

３２度５８分３４．０１４１秒の地点

Ａ点は、基点から真北２４０度１９分２３秒４６５．８４メートルの地

点

Ｂ点は、Ａ点から真北２６６度５０分１４秒１０５．００メートルの地

点

Ｃ点は、Ｂ点から真北３５７度４８分２５秒１２５．３２メートルの地

点

Ｄ点は、Ｃ点から真北８６度３１分０８秒１８４．１４メートルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北９２度５８分０２秒３．５０メートルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北８２度１２分２４秒３２．６４メートルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北８４度２９分１５秒１２．４４メートルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北１７４度１５分０４秒４１．６９メートルの地

愛 媛 県 報平成２０年１月１１日 第１９２８号
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点

Ｉ点は、Ｈ点から真北１７６度１１分３４秒３３．８７メートルの地

点

Ｊ点は、Ｉ点から真北２６８度１５分１５秒１２９．８３メートルの地

点

ウ 面積

２２，４８７．３２平方メートル

３ 埋立地の用途

輸送用機械器具製造業用地

４ 埋立免許年月日

平成２０年１月１１日

�愛媛県告示第２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山字別子山乙５５５番１８４

旧 ５．８～１３．８ ０．０２０

新 ９．６～１６．０ ０．０２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山字別子山乙５５５番１８４ 平成２０年１月１１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 石鎚伊予小松停車場線
西条市氷見字長谷大小家丁５番５から

同字丁５番１６まで
平成２０年１月１１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 波方環状線
今治市波方町森上乙５５番６地先から

同町森上甲１７２番２地先まで
平成２０年１月１１日
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�愛媛県告示第２８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、東予広域都市計画特別用途

地区の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の

縦覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び四国中央市役所において告示の日から２週間公衆の縦

覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

四国中央都市計画臨港地区 三島川之江臨港地区

２ 都市計画を定める土地の区域

� 追加する部分 三島中央一丁目、三島紙屋町、村松町、川之

江町の各一部

� 削除する部分 なし

�愛媛県告示第２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人の指定が取り消されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定によ

り告示する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
八幡浜市松柏甲２番３から

同市松柏甲１番７まで

旧 ８．８～１０．８ ０．０１５

新 １０．２～１０．８ ０．０１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜町上老松甲７０５番１地先から

同町上老松甲７２２番１地先まで
平成２０年１月１１日

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
９８号

松山市花園町３番１号 日本貸金業協会愛媛県支部 松山市花園町３番１号 平成１９年１２月１８日
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公 告

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２０年１月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 取 消 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

松第
８０号

松山市花園町３番１号 社団法人愛媛県貸金業協会 松山市花園町３番１号 平成１９年１２月１８日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１９年１２月２５日 特定非営利活動法人 こころ塾 村 松 つ ね 松山市大街道三丁目２番地１６ この法人は、働く人々に対して、心の健康保持
増進に関する事業を行い、幸せな家庭、職場作
りに寄与することを目的とする。

平成２０年１月１１日 発行
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